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Ⅰ 事 業 報 告 

１．個別事項 

（１）歯科医師需給問題について 

   

１．文部科学省は、平成 21 年 1 月 30 日、「確かな臨床能力を備えた歯科医師

養成方策」と題した歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の第

１次報告（別記 1）をまとめ公表した。 

これに対し、平成 20 年度第 5 回理事会（H21.2.27）において、文部科学省

新木医学教育課長へ私立歯科大学・歯学部の歯科医学教育に対する考え方等

をまとめた「意見書」を提出することを決定し、平成 21 年 3 月 11 日、中原

会長および安井専務理事が同課長へ「意見書」（別記 2）を提出し説明を行っ

た。同課長からは、文部科学省の考えを一方的に各大学へ押しつけるのでは

なく事前に協会を通して相談しながら進めていくこと、また、国立大学歯学

部の見直しも行うことの説明があった。 

 

２．文部科学省は、平成 21 年 3 月下旬に、同報告書に対する各大学歯学部にお

ける歯学教育の課題や改善方針を把握するとともに、それを踏まえた具体的

な改善促進を図る目的で、国公私立大学歯学部からヒアリングを実施した。

（ヒアリングの概要は(別記 3)） 

  

３．平成 21 年 4 月 14 日に理事等懇談会を開催し、21 年度入試状況および前月

に実施された文部科学省による各大学歯学部へのヒアリング状況について自

由討議を行った。 

 

４．平成 21 年 4 月 30 日に歯科関係業界誌(10 社)を集め、安井専務理事から文

部科学省へ提出した意見書を基に、我が国の歯科界において私立歯科大学・

歯学部が果たしてきた大きな役割並びに私立歯科大学・歯学部が置かれてい

る現況等について理解を求めるため懇談会を実施した。 

 

５．平成 21 年度第 1 回理事会（H21.5.29）において、3 月に実施された文部科

学省による各大学歯学部へのヒアリング状況について意見交換を行った。 

（別記 3） 
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６．平成 21 年 7 月 8 日に、文部科学省新木医学教育課長が中原会長および安井

専務理事を訪ね、「文部科学省・歯学教育の改善・充実に関する調査研究協

力者会議第１次報告」を踏まえた各大学の考え方や取組状況については、既

に全国の国公私立大学歯学部から資料を提出いただき本年 3 月にヒアリング

を行ったが、近いうちに、同会議を再開するにあたり、同会議へ現時点にお

ける各大学の考え方や取組状況を資料として提出することとなる。ついては、

各大学から資料を提出いただき、その上で、その記載内容についてのヒアリ

ングや意見交換を 7 月末に実施したいとの協力要請があった。 

 これに対し、資料は 4 月に提出したばかりであり各大学に状況変化はない

こと、また、募集人員の見直しについては、先ず、国立大学歯学部が率先し

て対応すべきものであり、私立歯科大学・歯学部は今後の入試状況を見て検

討していくと強く抗議を行った。 

  

７．文部科学省は、平成 21 年 7 月 27 日から 8 月 10 日にかけて、2 回目のヒア

リングを行い、席上、各国公私立歯科大学・歯学部毎に入学定員（募集人員）

の削減数を呈示した。 

  この状況に鑑み、平成 21 年 8 月 17 日に臨時理事会を開催し、ヒアリング

状況について意見交換を行った。（別記 4、別記 5） 

 

８． 平成 21 年度第 3 回理事会（H21.9.29）において、中原会長から、平成 21

年 9 月 11 日に、文部科学省渡部医学教育課課長補佐が訪れ、ヒアリング状況

および各国公私立歯科大学・歯学部へ入学定員（募集人員）削減数を呈示し

22 年度又は 23 年度いずれかの年度の募集において、削減への対応を要請し

たことの説明があった。 

  

９．平成 21 年度第 4 回理事会（H21.12.9）において、中原会長から、平成 21

年 11 月 5 日に文部科学省新木医学教育課長が訪れ、本年 8 月に文部科学省か

ら各大学に対して行った歯学部の削減要請についての方針はこれまでどおり

であるので、引き続き協力を要請する、との説明があった。 

これに対し、これまで理事会で話し合われた内容(○削減は、先ず、国立

大学が率先すべき事柄であるので、国立大学の明確な削減計画を示されたい

こと、○私立歯科大学・歯学部は来年度の入試状況を見たいこと、○今年度

の入学者数が募集人員に比べて 10％以上の減員となった学部に関して、減員

数の 1/2 に相当する削減数は全く根拠がないこと、○国は、今後、高齢社会

が加速する我が国にとって、その中での歯科医療について国としてのビジョ

ンを立てるべきであり、これまでのように、場当たり的に歯学部の定員が多

い少ないといったことでは国民の信頼を失うこと)を伝えた。 
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〔別紙〕 

 

文部科学省高等教育局 

医学教育課長 新 木 一 弘 様 

 

 

 
文部科学省主催（平成21年2月4日） 

「国公私立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議」について 

（意見書） 
 

 

 

私立歯科大学・歯学部は、歴史的にも我が国の歯科医学を主導し、国民から

信頼され得る確かな臨床能力を備えた歯科医師養成を担保してきた。 

 

 実際、現在の歯科医師の約 75％は私立歯科大学・歯学部出身者であり、世界

に冠たる歯科医療水準を確保・向上させている事実は、我々、私立歯科大学・

歯学部の永年に亘る努力によるものと強く自負している。 

 

 私立歯科大学・歯学部は、学校法人という公共性を保ち、同時にそれぞれの

建学の精神に則った自主性をその根幹におき教育研究を行ってきた。 

今後とも、この方針を厳格に守り、将来の歯学教育の改善・充実を図ってい

くことはいうまでもない。 

 

一方、国立大学法人においては、国税を以て 6 年間で私立歯科大学・歯学部

の約 1/10 の学費という低廉な学費によって学生を集めていながら、歯科医療需

給問題に関連付けて、私立歯科大学・歯学部入学定員削減問題を議論すること

は、我が国、歯科医療界に内在する問題及びその解決策を曖昧にし、国民歯科

医療の向上という我が国歯科医療界の果たすべき本旨から大きく逸脱する論で

あると考える。 

 

 平成 10 年 10 月 26 日付大学審議会答申「21 世紀の大学像と今後の改革方策に

ついて」においても、「競争的環境の中で個性輝く大学」を指向しており、「私

立大学については、各大学がそれぞれの建学の精神に則った自主的運営により、
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社会の多様な要請にこたえつつ、より一層、教育研究機能の強化に努め、特色

ある教育研究を実施していくことが期待されている」とされている。 

 

さて、歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議第 1 次報告「確か

な診療能力を備えた歯科医師養成方策」の「3.歯科医師の社会的需要を見据え

た優れた入学者の確保」において、「歯科医師過剰が、職業人としての魅力の低

下や臨床実習に必要な患者の確保等に影響」と述べている。 

 

歯科大学・歯学部における 6 年間の教育課程において培われた優れた人間性・

高度の技能及び能力を備えた歯科医師が、その力を十分に発揮できる国民歯科

医療システムの再構築こそが国としての最も重要な施策である。 

この施策実施こそが歯科医師としての「職業魅力の向上」に資することが明

白であるにもかかわらず、これらについては何ら付言せず、「歯科医師過剰」に

よる「職業魅力の低下」に言及することは、まさに問題のすり替えであり、本

末転倒と断定せざるを得ない。 

 

もし「歯科医師過剰」による「職業魅力の低下」が、事実だとするならば、

行財政改革の最中、前述のごとく膨大な税金を投入している国立大学法人歯学

部こそ、合理化・定員削減・統廃合・大学院特化等を喫緊の課題としてとらえ

るべきであり、早急に実施するべきであると考える。 

  

このことは、まさに平成 10 年 10 月 26 日付大学審議会答申に沿うものであり

「社会の需要に応じた政策的な定員管理が可能」になるのである。 

 

 社団法人日本私立歯科大学協会は、加盟各私立歯科大学・歯学部が今後とも、

それぞれの「建学の精神」に則り、自主的先進的な教育研究に取り組むことを

志向し、力強く推し進めていく所存である。 

 

 尚、平成 21年 2 月 4 日に開催された国公私立大学歯学部長・歯学部附属病院

長会議において、各大学の改善計画を提出後、個別に面談を行いたい旨の発言

があったが、本件については、本協会を通じて面談の趣旨等、事前に通知され

るようお願いするものであるとともに、今後とも私立歯科大学・歯学部は本協

会を窓口として対応させて戴きたく重ねてお願いするものです。 
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平成２１年２月２７日 

 

社団法人 日本私立歯科大学協会 

会 長 中 原   泉  日 本 歯 科 大 学 理 事 長 ・ 学 長 

金 子   譲  東 京 歯 科 大 学 学 長 

大 塚  兵衛  日 本 大 学 歯 学 部 長 

安 井 利 一  明 海 大 学 学 長 

宮 﨑   隆  昭 和 大 学 歯 学 部 長 

大 野 弘 機  北 海 道 医 療 大 学 歯 学 部 長 

牧 村 正 治  日 本 大 学 松 戸 歯 学 部 長 

天 野 義 和  奥 羽 大 学 歯 学 部 長 

森 本 俊 文  松 本 歯 科 大 学 学 長 

三 浦   行  岩 手 医 科 大 学 歯 学 部 長 

田 村 康 夫  朝 日 大 学 歯 学 部 長 

小 倉 英 夫  日本歯科大学新潟生命歯学部長 

久保田 英 朗  神 奈 川 歯 科 大 学 学 長 

新 井   髙  鶴 見 大 学 歯 学 部 長 

本 田 武 司  福 岡 歯 科 大 学 常 務 理 事 

小 出 忠 孝  愛 知 学 院 大 学 学 長 

川 添 堯 彬  大 阪 歯 科 大 学 理 事 長 ・ 学 長 
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文部科学省「歯学教育の改善に関するヒアリング」のまとめ 

 

Ⅰ．経緯 

  平成 21 年１月 30 日に公表された文部科学省の「歯学教育の改善・充実に関する

調査研究協力者会議第１次報告」に示された事柄について、同省は、事前に各大学

の現状および取組について記載した調査表の提出を求めた上で、同年３月にヒアリ

ングを実施した。 

  この調査表の作成およびヒアリングの実施に当たっては、同年２月 25 日(水)に同

省・医学教育課長が中原会長を訪ねヒアリングを実施することの説明に来たが、会

長としては、各大学は同報告書の内容について検討の緒についたばかりであるばか

りか入試期間中で入学者数も未確定であること、そして、何よりも入学定員の件と

調査表の内容は結びつかないことなどについて強く意見を伝えるとともに、理事会

において各加盟大学へ報告するので、各大学への連絡はその後とされたい旨を伝え

た。 

 このことは、同年２月 27 日(金)開催の第５回理事会において会長から報告された

後協議され、この機会に、私立歯科大学・歯学部の考え方をまとめた「意見書」を

医学教育課長宛に提出することとした。 

 同年３月 11 日(水)に、会長および安井専務理事は医学教育課長へ「意見書」(別

紙)を提出するとともに、歯科医療をとりまく現状は、いち私立歯科大学の入学定員

という次元を超えて我が国全体の歯科医療が崩壊する恐れがあり、国民生活の安心

・安全が守れなくなること、文部科学省においてもこの観点から慎重な検討をお願

いしたいこと、私立歯科大学の 21 年度志願状況は、結果的に入学定員割れが生ずる

大学があると推測される状況ではあるが、だからといって各大学は直ちに 22 年度に

向けて入学定員を減ずるようなことは全く考えてなく、少なくとも、数年は状況の

推移を見るという考え方であることなどを伝えた。 

 

Ⅱ．上記「調査表」の内容 

 ○ 以下の各項目において、『現状、課題、今後の改善策』の記入を求め、ヒア

リング終了後は、加えて、ヒアリング時とヒアリング後の検討の結果について

「新旧対照表」という様式(別添資料)での提出(締切：4 月２０日(月))が求め

られている。 

   １．歯科医師として必要な臨床能力の確保について 

     (１)臨床実習終了時のＯＳＣＥなど臨床能力の評価に関する取組について 

 (２)臨床実習に関する体系的な到達目標の設定や診療参加型臨床実習の充実 

  に関する取組について 

     (３)臨床実習に関する患者の同意を得るための取組や学外歯科医療機関の活 

    用に関する取組について 

   ２．優れた歯科医師を養成する体系的な歯学教育の実施について 
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     (１)基礎と臨床の有機的な連携が図られた順次性のある体系的な教育課程の 

    編成に関する取組(専門の教員の配置を含む)について 

 (２)成績評価や進級判定の厳格化に関する取組について 

     (３)シミュレータやスキルスラボ、模型実習、相互実習などを効果的に充実 

    させるための取組について 

   ３．歯科医師の社会的需要を見据えた優れた入学者の確保について 

     (１)アドミッション・ポリシーや入学志願者数、合格者数等の入試関連情報 

    の公開に関する取組について 

 (２)入学志願者の適性、目的意識やコミュニケーション能力等を見極める入 

  試の工夫に関する取組について 

     (３)歯科医師の社会的需要を見据え質の高い入学者を確保するための入学定 

    員の見直しに関する取組について 

   ４．未来の歯科医療を拓く研究者の養成について 

     (１)研究室配属など学部教育のあらゆる機会を通じた研究マインドの育成に 

    関する取組について 

 (２)研究者・歯科医師など人材養成の目的に応じ、組織的・体系的で魅力あ 

  る大学院教育の提供に関する取組について 

     

 ○数値的な基礎データとして、以下の項目のデータを求められた。 

    １．臨床実習実施中の学生数及び臨床研修医数の推移 

    ２．大学附属の病院、有床診療所、無床診療所の年間患者数の推移 

    ３．臨床実習について(在籍数、診療参加型臨床実習の有無、各年次における実

習の必修と選択の平均日数など) 

    ４．平成 20 年度の臨床実習の評価について 

    ５．平成 20 年度の共用試験について 

    ６．臨床基礎実習について 

    ７．卒前教育における歯学教育担当教員の配置状況 

    ８．自己点検・評価における歯学教育の質の評価の状況 

   ９．平成 21 年４月入学者の選抜について(編入学者の選抜以外) 

  １０．平成 20 年４月～平成 21 年 3 月までに実施した編入学試験 

  １１．進級の判定基準について 

  １２．卒業の判定基準について 

  １３．平成 19 年度(平成 20 年３月)卒業者数等及び第 101 回国家試験受験状況 

  １４．入学試験(編入学試験を除く)の合格者数等推移 

  １５．入学試験(編入学試験を除く)および歯科医師国家試験関連の情報公開 

  １６．入学試験(編入学試験を除く)における面接の実施状況 

  １７．最低修業年限超過別卒業者と新卒者の国家試験受験状況 
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Ⅲ．ヒアリングにおける主な質問事項 

  

１．歯科医師として必要な臨床能力の確保について 

 ○学生１人当たりの自験日数が少ないようだが、十分と考えているか？ 

 ○６年終了時の臨床能力をどのように評価しているか？ 技能を評価する水準

を設定しているか？ また、大学として、学生に臨床能力がついていると自

信を持って言えるか？ 

○臨床実習の単位認定は出席だけか？ 

 ○臨床実習時における指導医の指導法・手技等のバラツキが学生指導に及ぼす

影響の克服法は？ 

 ○見学型臨床実習を余儀なくされた背景と経緯は？ 

 ○統合型臨床実習に改善せよ。 

 ○附属病院の患者数は、教育資源として足りているか？ また、臨床実習に対

しての患者さんの協力は問題はないか？ 

 ○診療参加型臨床実習に関与している患者数は妥当か？ 

 ○大学として、臨床実習協力外来患者数を承知してないのか？ 

 ○学生１人当たりの患者の症例？ 

 

  ※ヒアリングを受けての感想 

   ・この質問項目が、今回のヒアリングにおいて文部科学省側が一番確認し

たい項目と感じた。 

   ・学生全員の完成教育を求めていると感じた。 

 

 

２．優れた歯科医師を養成する体系的な歯学教育の実施について 

○歯学教育担当教員は配置されているか？ 

○修業年限超過や国試不合格者の状況についての実情と今後の対応策は？ 

○教養・基礎・臨床系教員間の連携推進と事務職員の支援促進は？ 

○第６学年での成績評価・基準を再検討中とあるが、その内容は？ 

○国試合格率の推移をどう考えているか？ 

○共用試験の実施時期は？ また、どのように進級判定に組み入れているか？ 

 

  

３．歯科医師の社会的需要を見据えた優れた入学者の確保について  

○歯科大学・歯学部における入学志願者の減少・学力レベルの低下、留年者

の状況、また、国試の合格率の低下の現状からみて、果たして歯学教育の

質の保証が担保可能か？ 

- 4 - 
 

○最近の志願状況から見て、来年度に向けて募集人員数をどのように考えて

いるか？ 大学自らが募集人員を見直しされたい。 

○アドミッション・ポリシーが総論的で中教審答申の具体的な内容を示して

いないのではないか？ 「学士課程教育の構築に向けて」答申の主旨を踏

まえて欲しい。 

○アドミッション・ポリシーと高校生に求める習熟度が明確でないのではな

いか？ 

○二段階選抜の実施状況は？ 

 

 

４．未来の歯科医療を拓く研究者の養成について  

○大学院の定員が充たされていないが、学生が少ないと研究力が弱くなると

考えるが改善策は？ また、臨床研修が必修化されたが大学院への入学者

に影響は？ 

○研究者養成のために、学部学生を研究室に配置する考えはないか？ 

○卒業論文の作成状況は？ 

 

 

５．その他  

 ○アドミッション・ポリシーについての検討の要請 

○ヒアリング前に提出した「基礎データ」の数値についての質問 
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文部科学省「歯学教育の改善に関するヒアリング(第２回)」のまとめ 

 

  （各加盟大学からの情報提供の要約） 

 

 １．教育面の充実内容等について  

 

  ○この項目においては、ほとんどの歯学部について、文部科学省から全く質問

はなかった。 

 

○ 数歯学部に対して、 

○今後における教育面の具体的な充実方策 
○臨床能力の評価に関して、たとえば、ＯＳＣＥの実施方法について 

質問があった。 

 

 ２．入学定員削減について  

   
  ○先ず、今回の第2回ヒアリングの目的（平成21年7月13日付けで、文部科学省

から各大学に送付された「歯学教育の改善に関するヒアリング(第2回)の実

施について」に記載されている内容）の説明があった。 
 

  ○具体的な削減数について、全歯学部に対して、実数が示された。 

 

    ○以上の要請した点を各歯学部において検討され、本日のヒアリング資料(別

紙3)にある内容に変更があれば、８月2１日(金)までに、資料の再提出をい

ただき、その資料を、9月に開催予定の協力者会議に提出するとの説明であ

った。 

    

  ○募集人員削減に伴う、大学設置基準の見直しや、補助金等の財政措置は

考えていないとのことだった。 

   

    ○国立大学に対しては、昭和60年度入学定員に対して、３５％の削減をお願い

しているとのことだった。 

 
 ○なお、削減が進まない場合は、今後、何度もヒアリングを実施して考えであ

るとの説明があった。 
 

 ３．その他（お気づきになられたことがあれば情報提供ください）  

   
  ○今回のヒアリングは、定員削減問題に終始し、ヒアリングと言いながら、い

わば一方的な文部科学省からの要請であった。 
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（２）歯科医師国家試験について 

 

１．平成 21 年度第 4 回理事会（H21.12.9）において、中原会長から、現在、国

公私立の歯科大学学長・歯学部長会議は、国家試験の合格発表日をできるだ

け早めることにより研修医が４月１日から研修を行えるよう、また、合わせ

て早期の保険医としての登録手続きも可能となるよう、同会議から厚生労働

省へ要望書を提出することで検討を進めているとの説明があり、検討の結果、

同会議の意向を了承した。 

 

２．厚生労働省は、平成 22 年 2 月 6 日～7 日、「第 103 回歯科医師国家試験」

を実施した。 

 

３．厚生労働省は、平成 22 年 3 月 29 日、「第 103 回歯科医師国家試験」の合

格発表を行った。 

 

 

（３）歯科医師臨床研修について 

 

１．歯科医師臨床研修の実施がほとんどの私立歯科大学・歯学部の財政を圧迫

していることから、平成 21 年 5 月に事務局長会議実施委員会から各私立歯科

大学・歯学部に「歯科医師臨床研修収支等の実態調査」を依頼し、その仮集

計結果が平成 21 年 6 月 29 日に開催された第 68 回総会、第 2 回理事会および

病院部会・経営部会において報告された。 
 
２．平成 21 年度第 3 回理事会（H21.9.29）において、歯科医師臨床研修に係る

補助金の増額について、今後、厚生労働省へ要望書を提出することとした。 

 なお、要望書提出のタイミング等は安井専務理事に一任された。 

 
３．平成 21 年度第 5 回理事会（H22.2.26）において、「歯科医師臨床研修収支

等の実態調査」は、平成 22 年度も継続実施することが了承された。 

  また、同理事会において、厚生労働省の「歯科医師臨床研修推進検討会」

の元委員であり理事会へのオブザーバー出席の住友日本歯科大学生命歯学部

長より、同検討会第 2 次報告書（H21.12.16）（別記 6）の内容について説明

があった。 
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D-REIS  
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（４）協会の「広報戦略」について  

 

１．平成 20 年度第 6 回理事会（H21.3.30）において、安井専務理事より、国民

歯科医療を守るため、歯科医学教育や私立歯科大学・歯学部の役割の重要性に

ついて、歯科医師分野ばかりではなく、歯科技工士分野や歯科衛生士分野にお

ける教育の重要性も含め、国民・大学等志願者・文部科学省・厚生労働省・日

本歯科医師会等に向け、協会が中心となって積極的かつ緊急に、全国紙等を通

じ情報発信していく必要がある。そのため、先ず、事務局長会議が中心となっ

て「広報戦略案」を作成したいこと、また、それには経費も必要となるので協

力いただきたいとの提案があり了承された。 

 

２．私立歯科大学・歯学部の平成 21 年度入学状況に関し、平成 21 年 4 月 18 日

読売新聞夕刊（全国版）に、「私立歯大６割定員割れ～歯科医過剰が背景～」

との報道があった。（別記 7） 

 

３．平成 21 年度第 1 回理事会（H21.5.29）において、協会の「広報戦略」のう

ち、毎日新聞朝刊（全国版）への記事広告掲載および各加盟大学からの経費拠

出について了承を得、その後、平成 21 年 7 月 28 日の毎日新聞朝刊（全国版）

に、「国民の健康支える歯科医師育成」と題する協会記事広告を掲載するとと

もに、同記事広告の抜刷を各加盟大学へ送付した。（別記 8） 

 

４．平成 21 年度第 4 回理事会（H21.12.9）において、来年度の「広報戦略」に

ついては、複数の広告会社に広報プランを依頼することとした。 

 その後、応募のあった各広告会社の広報プランについて事務局長会議におい

て検討後、第 5 回理事会（H22.2.26）において、「株式会社 電通ＰＲ」の企

画に決定した。また、この広報に伴う必要経費については各加盟大学に拠

出をいただくことを了承した。 

    
５．第 69 回総会（H22.3.30）において、「株式会社 電通ＰＲ」の企画実施に

伴う予算は、次回の総会に補正収支予算（案）として提議することになった。 
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別記８



 
 

（５）私立歯科大学（学部）の財政等の現状について（平成 20 年版） 

   

  平成 20 年度第 1 回経営部会（H20.6.27）において協議し合意された項目に

より、各大学から資料の提供を受け、平成 20 年版を作成し、平成 21 年度第

1 回経営部会（H21.6.29）の審議を経て、各大学へ一部づつ送付した。 

    

 

（６）広報の発行(第５８号・第５９号) 

   

  協会の広報は、年 2 回発行（9 月と 3 月の予定）し、記事の内容は、可及

的に簡略化し、頁数の縮減に努める。 

  記載事項は、 

① 巻頭言 

② 時事問題等についての座談会記事 

③ 「加盟大学・学部のニュース」として、各大学発行の広報誌から、行

事、学部長・病院長以上の異動・叙勲・訃報、特色ある施設等の紹介 

④ 「新聞記事の要点」（「教育関係」及び「歯科関係」記事のうち重要

なもの）として、記事の見出し・年月日・掲載紙名の一覧 

⑤ 協会主催会議・事業の概要 

⑥ 協会作成資料 

⑦ 人事異動消息 

⑧ その他協会広報にふさわしいもの 

とし、内容の充実に努める。 

以上の編集方針について、広報委員会（H21.7.27 および H22.1.25 開催）で

審議・了承され、「第 58 号は H21.9.30」・「第 59 号は H22.3.31」に発行し

た。 
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（７）受験生確保対策事業について 

 

平成21年度第1回受験生確保対策委員会（H21.7.30）において、平成20年度

の本事業の状況を分析し、協議の結果、平成21年度受験生確保対策事業につい

ては、引き続き経費節減に努めながら、新規事業を実施（既存事業の一部は取

りやめる）しつつ、基本的には、前年度の事業を継続して実施していくことと

した。 
事業の概要は、下記のとおり。 
 

１．『私立大学17歯学部平成22年度入試のお知らせ』および『私立大学17歯学

部問い合わせ先＆アクセス一覧』（次項参照）を主要な全国の高等学校（校

長及び進路指導部主事宛）に送付した。（平成21年10月）。 

 

２． 「医歯薬進学4月号（平成22年3月）｣に、『私立大学17歯学部問い合わせ

先＆アクセス一覧』（1頁）を掲載するとともに、『君たちの将来を決めるの

は「今！」』～「ヤリガイ」のある職業選択のために～を掲載した。 

 

３．インターネット・ホームページによるＰＲ 

（１）ホームページ掲出内容 

① 全入試日程（加盟大学17歯学部の平成22年度入試日程一覧） 

② 各大学入試要項（加盟大学17歯学部の平成22年度入試要項） 

③ 入試結果報告（私立大学17歯学部の平成21年度入試結果） 

④ 歯学部を目指す皆さんに(Q&A)(私立歯科大学の特長等についての一問

一答) 

⑤ 協会の概要 

 

（２）ホームページアドレス（ＵＲＬ） 

http://www.shikadaikyo.or.jp/  

http://www.shikadaigakujukenjouhou.jp/ 

 

４．受験生確保対策事業費について 

（１）平 成 21年 度 予 算 額：  4,000,000 円 

（２）調査研究事業積立預金：  11,221,227 円（平成21年3月31日現在） 

 

５．「全国医歯薬科大学受験相談会」の後援を行った。 

 

６．新規事業として、ポスター（『君たちの将来を決めるのは「今！」』～

「ヤリガイ」のある職業選択のために～）を作成（A3版：9000枚）し、主

要な全国の高等学校、予備校、加盟大学に送付した。（平成21年10月） 

（別記9） 
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別記９



 
 

（８）日本歯科医師会との意見交換等について 

    

１．平成 21 年 5 月 13 日、中原会長および安井専務理事と日本歯科医師会大

久保会長および各理事は、現在の歯科界全体の状況および歯科大学・歯学

部の状況について意見交換を行った。大久保会長からはこのままでは歯科

界全体が沈没していく恐れがあるので、今後は大学側と十分に連絡を取っ

ていきたいとの申し出があった。 

 

２．平成 21 年度第 5 回理事会（H22.2.26）において、中原会長および安井専

務理事から、平成 22 年 2 月 17 日に開催された日本私立歯科大学協会と日

本歯科医師会との連絡協議会(第 1 回)は、初めて発足した協議会であり、

今後、双方で様々な課題について前向きに意見交換していく場であるとの

説明があった。また、第 2 回以降は、テーマによって各理事に出席を要請

した。 
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